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建設業一斉監督指導結果 

１ 監督指導実施状況 

県内５つの労働基準監督署が監督指導を実施した 130 現場のうち 86 現場（監督指導実施現場

数の 66.2％）で何らかの労働安全衛生法違反が認められたため、その是正を指導した。特に死

亡など重篤な災害につながる墜落防止措置等に関する法違反が認められた 11 現場（違反現場数

の 12.8％）に対しては、危険箇所への立入禁止や作業の停止、機械設備等の使用の停止等の命

令（以下「使用停止等命令」という。）を行った。 

工事の種類毎の内訳は表１のとおりである。 

 ＜表１＞ 工事の種類毎の監督実施状況 

 

土木工事 

建築工事 

合計 

  
うち 

木造家屋建築工事 

現場数 
事業場

数（注） 
現場数 

事業場

数 
現場数 

事業場

数 
現場数 

事業場

数 

監督実施件数 

Ａ（件） 
37 98 93 288 39 99 130 386 

違反件数 

Ｂ（件） 
22 34 64 153 31 67 86 187 

 
うち 
使用停止等命令件数 
Ｃ（件） 

２ ３ ９ 21 ６ 14 11 24 

違反件数の割合 

Ｂ／Ａ（％） 
59.5 34.7 68.8 53.1 79.5 67.7 66.2 48.4 

使用停止等命令件数の割合  

Ｃ／Ａ（％） 
5.4 3.1 9.7 7.3 15.4 14.1 8.5 6.2 

（注）事業場数とは、元方事業者数に工事現場内で作業している下請業者数を合算したもの。 

 



 

２ 労働安全衛生関係法令の主要事項毎の違反状況 

労働安全衛生関係法令の主要事項毎の内訳は表２のとおりである。 

＜表２＞ 主要事項毎の違反現場数・違反事業場数 

 
主な法違反の内容 

違反 

現場数

（注1注3） 

現場 

違反率 

（注 4注 6） 

違反 

事業場数 

（注 2注 3） 

事業場 

違反率 

（注 5注 6） 

1 
関係請負人等が労働安全衛生法に違反しないように、元

方事業者として必要な指導を行っていないこと。 
60(７) 

69.8 

【8.1】 
111（９） 

59.4 

【4.8】 

2 

高さ２メートル以上の足場に、手すり、中さん等の墜落

を防止するための措置を講じていないこと、足場の点

検・補修を行っていないことなど。 

39(３) 
45.3 

【3.5】 
49（３） 

26.2 

【1.6】 

3 

高さ２メートル以上の作業床の端、開口部の端等（足場

を除く）に手すり等の墜落を防止するための措置を講じ

てないこと、昇降設備を設けていないこと、はしごの不

適切な使用など。 

22(６) 
25.6 

【7.0】 
29（９） 

15.5 

【4.8】 

4 
車両系建設機械の作業計画を定めていないこと、車両系

建設機械を用途外に使用していることなど。 
20 23.3 26 13.9 

5 
作業主任者の職務内容を選任していないこと、作業主任

者の職務を周知していないことなど。 
16 18.6 16 8.6 

6 

移動式クレーンの作業方法を定めていないこと、移動式

クレーンを使用する際につり荷の下に労働者を立ち入ら

せていることなど。 

15 17.4 17 9.1 

7 
木材加工用機械の歯の覆いを設けていないこと、歯の覆

いを無効にしていることなど。 
６(１) 

7.0 

【1.2】 
６(１) 

3.2 

【0.5】 

(注 1) 違反現場数は、１つの現場で複数の違反が認められる場合があるため、違反現場数の合計（86現場）より多くな

っている。 

(注 2) 違反事業場数は、１つの事業場で複数の違反が認められる場合があるため、違反事業場数の合計（187事業場）よ

り多くなっている。 

(注 3) （ ）内は、使用停止等命令の行政処分を行った件数であり、それぞれの内数である。 

(注 4) 現場違反率は、違反現場数の合計（86現場）に対するものである。 

(注 5) 事業場違反率は、違反事業場数の合計（187事業場）に対するものである。 

(注 6) 【 】内は、使用停止等命令の違反率であり、違反現場数の合計（86現場）若しくは違反事業場数の合計（187

事業場）に対するものである。 

 


